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66 歳以上まで働ける企業割合の調査 

 

◆66 歳以上まで働ける企業の割合が増加 

厚生労働省が公表した労働市場分析レポート「希望

者全員が 66 歳以上まで働ける企業の割合について」に

よれば、従業員 31 人以上規模の企業で、希望者が 66

歳以上まで働ける企業の割合が、平成 29 年度で 9.7％

（前年比 1.2 ポイント増）に上ることがわかったそう

です。 

 

◆企業規模が小さいほど高齢者雇用に積極的 

企業規模別にみると、31～100 人規模で 12.0%、101

～300 人規模で 6.2%、301 人以上で 3.0%と、規模が小

さい企業のほうが、65 歳を超えた高齢者雇用に積極的

であることがうかがえます。また、ここ５年間では全

体的にゆるやかな増加傾向が続いていていたところ、

平成 28 年度から平成 29 年度にかけての伸びは大きく

なっています。 

 

◆定年廃止も約３割 

希望者全員 66 歳以上まで働ける企業の雇用確保措

置内容の内訳としては、「希望者全員 66 歳以上継続雇

用」が 55.0%と最も多く、「定年なし」も 26.8%と約３

割を占めています。建設業、情報通信業、宿泊、飲食

サービス業などでは、比較的、定年を廃止とする措置

が多い傾向にあり、人手不足の産業を中心に、長く働

ける措置を実施している企業が多いことがわかりま

す。 

 

◆国も高齢者雇用を推進 

厚生労働省は、従業員が 31 人以上規模の企業で、65

歳までの継続雇用を再雇用制度で対応している約 12 万

社を対象に、定年制の撤廃や再雇用年齢の引上げを呼び

かけるとしています。 

今後は、高齢者雇用の取組みがますます求められてく

る中で、企業としても、高齢者雇用に対応した処遇制度

や研修体制、健康配慮の体制などを整えていく必要があ

りそうです。 
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個別紛争は「いじめ・嫌がらせ」がトップ

 

◆個別労働紛争解決制度とは 

会社と労働者との間の労働条件や職場環境をめぐるト

ラブルを防止・解決する制度のひとつとして、「個別労

働紛争解決制度」があります。この制度には３つの方法

（①総合労働相談、②あっせん、③助言・指導）があり

ます。 

おおまかに言えば、①は労働局、労基署、街角に設置

される総合労働相談コーナーで専門の相談員が相談を受

け付けるもの、②は紛争調整委員会（労働局）のあっせ

ん委員が間に入り解決を図るもの、③は労働局長が、紛

争当事者に対して解決の方向性を示すものです。 

 

◆最も多い内容は「いじめ・嫌がらせ」 

このほど、厚生労働省から「平成 29 年度個別労働紛争

解決制度の施行状況」が公表されました。その内容は、

①②③のすべてで、職場の「いじめ・嫌がらせ」に関す

るものがトップとなっています。「いじめ・嫌がらせ」

は、①総合労働相談では、６年連続でのトップとなって

います。また、総合労働相談の件数は 10 年連続で 100

万件を突破しています。 

なお、総合労働相談に持ち込まれた相談のうち、労働

 

 

〒２７６－００２０  八千代市勝田台北３－９－２５  
 

    ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０４７－４８６－８２００ 
Ｅ－ｍａｉｌ：ｏｔｓｕｋａ-ｋｅｉｅｉ＠o r i o n. o c n.n e .j p 

     ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｏｔｓｕｋａ－ｋｅｉｅｉ．ｃｏｍ/    

               
      



 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
１２月の主な税務と労働の手続き続 

 
 

 

基準法等の違反の疑いのあるものが 19 万件ほどあり

ましたが、これらは労働基準監督署等に取り次がれ、行

政指導等が検討されることになりますので、“相談”と

いう文字から受ける軽いイメージとは違った一面もあ

ります。 

 

◆「解雇」は半減、「雇止め」は微増 

②あっせん、③助言・指導のいずれにおいても、「解

雇」に関する内容は平成 20 年度とおよそ半数程度に減

少しています。昨今の雇用状況が改善していることも影

響しているのでしょうか。一方、「雇止め」は微増して

おり、今後注意が必要と思われます。 

 

労使間のトラブルでは、セクハラ・パワハラ・モラハ

ラ…等のハラスメントがキーワードとなっています。ま

だ、問題が表面化していなくても、ある日突然……とな

る可能性はあります。地震への備えと同じですが、事が

起こる前の対策と起きてからの対応如何で、被るダメー

ジ（企業イメージの低下、職場の士気低下 etc）に大き

な差が生まれます。 

 

 

「働き方改革法」省令指針の検討始まる 

 

 ◆労政審の労働条件分科会で議論開始 

６月 29 日に働き方改革関連法が成立したことを受

け、必要な省令や指針などについての議論が 7月 10 日、

労働政策審議会の労働条件分科会で始まりました。まず

は、残業時間や年次有給休暇（年休）などに関する部分

の検討が始まり、国会でも与野党が激しく対立した高度

プロフェッショナル制度（高プロ）が適用される職業や

年収については、秋以降に検討が始められる見込みで

す。 

 

◆まずは残業時間や年休から 

働き方改革法で制度の具体化が委ねられた省令は 62

に及びます。10 日の分科会では、罰則があり、企業の

システム改修などが必要な残業時間の上限規制や年休

の消化義務などに関わる部分から第１段階として議論

することで労使が合意しました。 

 

 

◆第１段階の検討まとめは８月下旬めど 

残業と休日労働の抑制については、法律で残業時間が

「原則月 45 時間、年 360 時間」までと明記されており、

新たな指針で残業を「できる限り短くするよう努める」

ことなどを定めることで、罰則に至らない事例でも是正

を求めて指導をしやすくします。 

また、月 45 時間を超えて残業した働き手に対して健康確

保措置を実施することを労使協定（36 協定）に盛り込む

ことを省令で定めることになっています。第１段階の検

討は８月下旬をめどにまとめられる見込みです。 

 

◆高プロについての議論は秋以降に 

来年４月から導入される高プロについては、適用対象

については、政府は金融商品開発やコンサルタントなど

の業務で年収は 1,075 万円以上と想定していますが、具

体的には省令で定められます。 

10 日の分科会では、厚労省が第１段階の議論終了後に

「できる限り、早期に結論を出す」との案を示しました

が、労働側は「きちんと議論が必要」として了承しませ

んでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出 

31 日 
○ 健保・厚年保険料の納付 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない

場合） 
 

８月の主な税務と労働の手続き 


